
第 74 期 決 算 公 告

横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号

株式会社バンテックセントラル

代表取締役　髙田 裕孝

貸 　 借　  対　  照 　 表
（2026年3月31日現在）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

4,341,140 2,613,254

11,515 933,540

2,052,621 818,134

14,083 667,813

2,450 89,423

165,122 74,593

2,085,456 176

9,891 26,938

2,635

182,628

0 12,196

0 12,196

0

0 2,625,450

【純資産の部】

182,628 1,898,317

60 96,000

172,358 1,101,333

10,210 1,101,333

700,984

24,000

676,984

75,000

601,984

1,898,317

4,523,768 4,523,768

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

預 り 金

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

負 債 合 計

構 築 物

機 械 及 び 装 置

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

未 収 入 金 未 払 消 費 税 等

預 け 金

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

資 産 合 計

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

売 掛 金 未 払 金

工 具 、 器 具 及 び 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産 株 主 資 本

前 受 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 未 払 費 用

前 払 費 用 未 払 法 人 税 等

そ の 他

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

2026年6月24日



自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

（単位：千円）

科　　目 金　　額

22,314,343

20,425,616

1,888,726

1,443,015

445,710

3,960

4,623

1,645

17,833

1,377 29,441

976 976

474,175

11,265 11,265

5,000 5,000

480,441

174,916

34,783 209,700

270,740

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

特 別 利 益

経 常 利 益

雑 損 失

そ の 他

営 業 外 費 用

当 期 純 利 益

特 別 退 職 金

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

特 別 損 失

株 式 報 酬 受 入 益

損 　益 　計 　算　 書

売 上 高

損 害 賠 償 戻 し

受 取 保 険 金 ・ 助 成 金

受 取 利 息

利 材 品 売 却 益

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益



(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産 最終仕入原価法

（なお、棚卸資産の合計額は総資産額の5％未満であります）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 退職給付引当金

　従業員について退職金の支給に備えるため「従業員退職手当規程」に基づき2005年9月末時点における自己都合

期末要支給額を計上しております。なお2005年10月以降の退職給付は確定拠出年金制度に移行しております。

４. 収益認識の基準

　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針

第30号 2018年３月30日」を適用しており、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における個別の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約に当たっては、契約が備えるべき特性

の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定した財又は

サービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別しています。取引価格の算定においては、顧客へ約束した財

又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しております。なお、顧客との契約には重要

な金融要素は含まれておりません。当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有しておりませんが、将来、

配分の必要性のある契約が締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益

の認識を行います。収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点

又は一定期間にわたり認識しております。

　当社は、主として輸送事業と３ＰＬ事業を行っております。輸送事業においては、顧客のニーズに合わせて、貸切輸送、

組み合わせ輸送、中継輸送、ミルクランなど、当社グループのネットワークを活かした最適輸送モードを提供しております。

契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することから、支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、

延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。

　３ＰＬ事業においては、国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター運営、

工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っています。契約において、保管物等の引き渡し等により

履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物などの引き渡した時点で収益を認識して

います。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して収益を認識

しています。支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。

　なお、会社計算規則第115条の2第1項に従い、「収益の分解状況」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための

情報」の記載は省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計　７，３５０千円であります。

個　別　注　記　表



（収益認識に関する注記）

　当社は、主として輸送事業と３PL事業を行っております。輸送事業においては、顧客のニーズに合わせて、貸切輸送、

組み合わせ輸送、中継輸送、ミルクランなど、当社グループのネットワークを活かした最適輸送モードを提供しております。

契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することから、支払条件は主として１年以内の一般的な条件

であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。

　3PL事業においては、国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター

運営、工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っています。契約において、保管物等の

引渡し等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物などの引き渡した

時点で収益を認識しています。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過

期間を考慮して収益を認識しています。支払条件は主として１年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となって

いる取引で重要なものはありません。

　なお、会社計算規則第115条の2第１項に従い、「収益の分解状況」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解する

ための情報」の記載は省略しています。


